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規 則 ○ 知事の補助職員等に対する教育委員会の権限の一部委任に関する規則 …… 人 材 政 策 室 １頁
○ 教育公務員特例法第二十五条の二第五項及び第六項に規定する手続に
関する規則 ………………………………………………………………………… 人 材 政 策 室 ２頁

○ 公立学校の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の一部を改正
する規則 …………………………………………………………………………… 福利・給与室 ３頁

訓 令 ○ 県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱の一部を改正する訓令 ……… 福利・給与室 ３頁
公 告 ○ 公立幼稚園の設置の認可 ………………………………………………………… 学 校 施 設 室 ３頁

知 事 の 補 助 職 員 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 権 限 の 一 部 委 任 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一
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知 事 の 補 助 職 員 等 に 対 す る 教 育 委 員 会 の 権 限 の 一 部 委 任 に 関 す る 規 則

( 趣 旨 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 地 方 自 治 法 ( 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 ) 第 百 八 十 条 の 七 の 規 定 に 基 づ き 、 教 育 委 員 会

の 権 限 に 属 す る 事 務 の 一 部 を 知 事 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 又 は そ の 管 理 に 属 す る 機 関 の 職 員 に 委 任 す る こ と に 関

し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

( 委 任 )

第 二 条 三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 運 営 及 び 事 業 に 関 す る 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 以 外 の 事 務 を 生 活 ・ 文 化 部 長

に 委 任 す る 。 た だ し 、 三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る 規 則 ( 平 成 六 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 十 号 ) 第 六

条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 十 一 条 及 び 第 十 三 条 に 規 定 す る 館 長 の 行 う 事 務 に あ っ て は 、 三 重 県 行 政 組 織 規 則 ( 平 成

十 四 年 三 重 県 規 則 第 三 十 五 号 ) 第 百 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ る 館 長 に 委 任 す る 。

一 三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 条 例 ( 昭 和 二 十 五 年 三 重 県 条 例 第 六 十 二 号 ) 及 び 三 重 県 立 図 書 館 の 管 理 等 に 関 す る

規 則 の 改 正 及 び 廃 止 に 関 す る こ と 。

二 図 書 館 法 ( 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 十 八 号 ) 第 十 五 条 及 び 三 重 県 立 図 書 館 協 議 会 条 例 第 二 条 第 二 項 の 規 定 に

基 づ く 図 書 館 協 議 会 委 員 の 任 免 及 び 委 嘱 又 は 解 嘱 に 関 す る こ と 。

２ 三 重 県 立 博 物 館 の 管 理 運 営 及 び 事 業 に 関 す る 事 務 の う ち 、 三 重 県 立 博 物 館 条 例 ( 昭 和 三 十 九 年 三 重 県 条 例 第

四 十 九 号 ) 及 び 三 重 県 立 博 物 館 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 四 十 五 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 九 号 ) の 改 正 及 び 廃 止

に 関 す る 事 務 以 外 の 事 務 を 生 活 ・ 文 化 部 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 三 重 県 立 博 物 館 条 例 第 五 条 及 び 第 七 条 に 規 定

す る 館 長 の 行 う 事 務 に あ っ て は 、 三 重 県 行 政 組 織 規 則 第 百 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ る 館 長 に 委 任 す る 。

３ 三 重 県 立 美 術 館 の 管 理 運 営 及 び 事 業 に 関 す る 事 務 の う ち 、 次 に 掲 げ る 事 務 以 外 の 事 務 を 生 活 ・ 文 化 部 長 に 委

任 す る 。 た だ し 、 三 重 県 立 美 術 館 条 例 ( 昭 和 五 十 七 年 三 重 県 条 例 第 一 号 ) 第 五 条 及 び 第 六 条 並 び に 三 重 県 立 美

術 館 条 例 施 行 規 則 ( 昭 和 五 十 七 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 二 号 ) 第 六 条 か ら 第 十 一 条 ま で に 規 定 す る 館 長 の 行

う 事 務 に あ っ て は 、 三 重 県 行 政 組 織 規 則 第 百 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ る 館 長 に 委 任 す る 。

一 三 重 県 立 美 術 館 条 例 及 び 三 重 県 立 美 術 館 条 例 施 行 規 則 の 改 正 及 び 廃 止 に 関 す る こ と 。

二 博 物 館 法 ( 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 八 十 五 号 ) 第 二 十 一 条 及 び 三 重 県 立 美 術 館 条 例 第 十 七 条 第 二 項 の 規 定

に 基 づ く 美 術 館 協 議 会 委 員 の 任 免 及 び 委 嘱 又 は 解 嘱 に 関 す る こ と 。

４ 斎 宮 歴 史 博 物 館 の 管 理 運 営 及 び 事 業 に 関 す る 事 務 の う ち 、 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 ( 平 成 元 年 三 重 県 条 例 第 六 号 )
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及 び 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 施 行 規 則 ( 平 成 元 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 十 二 号 ) の 改 正 及 び 廃 止 に 関 す る 事 務 以

外 の 事 務 を 生 活 ・ 文 化 部 長 に 委 任 す る 。 た だ し 、 斎 宮 歴 史 博 物 館 条 例 第 五 条 及 び 第 六 条 並 び に 斎 宮 歴 史 博 物 館

条 例 施 行 規 則 第 五 条 か ら 第 九 条 ま で 、 第 十 一 条 及 び 第 十 二 条 に 規 定 す る 館 長 の 行 う 事 務 に あ っ て は 、 三 重 県 行

政 組 織 規 則 第 百 十 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ る 館 長 に 委 任 す る 。

５ 三 重 県 生 涯 学 習 セ ン タ ー の 管 理 運 営 及 び 事 業 に 関 す る 事 務 を 生 活 ・ 文 化 部 長 に 委 任 す る 。

６ 前 各 項 に よ る 委 任 を 受 け た 者 は 、 特 別 の 理 由 に よ り 当 該 事 務 を 再 委 任 し 、 又 は 当 該 機 関 以 外 の 職 員 に 補 助 執

行 さ せ よ う と す る 場 合 は 、 あ ら か じ め 教 育 委 員 会 に 協 議 し な け れ ば な ら な い 。

( 合 議 等 )

第 三 条 前 条 の 規 定 に よ り 事 務 の 委 任 を 受 け た 者 は 、 当 該 事 務 の 執 行 に つ い て 、 他 の 規 定 に よ り 教 育 委 員 会 又 は

そ の 補 助 職 員 に 対 し 、 合 議 、 協 議 、 報 告 等 ( 以 下 本 項 に お い て ｢ 合 議 等 ｣ と い う 。) を 要 す る 旨 の 定 め の あ る

事 務 に つ い て は 、 合 議 等 を し な け れ ば な ら な い 。

２ 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 重 要 又 は 異 例 と 認 め ら れ る 事 務 に つ い て は 、 教 育 委 員 会 の 承 認 を 受 け な け れ ば な

ら な い 。
附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

教 育 公 務 員 特 例 法 第 二 十 五 条 の 二 第 五 項 及 び 第 六 項 に 規 定 す る 手 続 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一
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教 育 公 務 員 特 例 法 第 二 十 五 条 の 二 第 五 項 及 び 第 六 項 に 規 定 す る 手 続 に 関 す る 規 則
( 目 的 )

第 一 条 こ の 規 則 は 、 教 育 公 務 員 特 例 法 ( 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 。 以 下 ｢ 法 ｣ と い う 。) 第 二 十 五 条 の 二 第 五

項 及 び 第 六 項 の 規 定 に 基 づ き 、 同 条 第 一 項 及 び 第 四 項 に 規 定 す る 認 定 ( 以 下 ｢ 認 定 ｣ と い う 。) に つ い て 、 事

実 の 確 認 の 方 法 そ の 他 認 定 の 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。

( 事 実 の 確 認 の 方 法 )

第 二 条 三 重 県 教 育 委 員 会 ( 以 下 ｢ 教 育 委 員 会 ｣ と い う 。) は 、 認 定 に あ た っ て は 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 書

面 に よ り 事 実 の 確 認 を 行 う も の と す る 。

一 当 該 教 諭 等 に 関 す る 勤 務 の 状 況

二 研 修 等 の 実 施 状 況 及 び そ の 結 果

三 校 長 又 は 市 町 教 育 委 員 会 ( 学 校 組 合 教 育 委 員 会 を 含 む 。 以 下 同 じ 。) が 行 っ た 当 該 教 諭 等 に 対 す る 指 導 内

容 及 び 意 見 聴 取 の 内 容

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 教 育 委 員 会 が 必 要 で あ る と 認 め る 事 項

２ 前 項 に 規 定 す る 事 実 の 確 認 に あ た っ て は 、 教 育 委 員 会 は 、 当 該 教 諭 等 、 校 長 、 市 町 教 育 委 員 会 そ の 他 教 育 委

員 会 が 必 要 と 認 め る 者 か ら 事 情 聴 取 を 行 う も の と す る 。

( 認 定 の 手 続 き )

第 三 条 前 条 の 規 定 に 基 づ き 事 実 の 確 認 を 行 っ た 教 育 委 員 会 は 、 当 該 教 諭 等 に 対 す る 認 定 を 公 正 か つ 適 正 に 行 う

た め 、 専 門 的 な 知 識 を 有 す る 者 及 び 保 護 者 ( 以 下 ｢ 専 門 家 等 ｣ と い う 。) か ら 意 見 を 聴 く も の と す る 。

２ 認 定 に あ た っ て は 、 教 育 委 員 会 は 、 当 該 教 諭 等 か ら 書 面 又 は 口 頭 に よ り 意 見 を 聴 取 す る 機 会 を 設 け な け れ ば

な ら な い 。

( 守 秘 義 務 )

第 四 条 専 門 家 等 は 、 一 般 職 の 公 務 員 と 同 様 に 、 守 秘 義 務 を 負 う も の と す る 。

( 決 定 )

第 五 条 教 育 委 員 会 が 認 定 を 行 っ た と き は 、 校 長 及 び 市 町 教 育 委 員 会 に そ の 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。

( そ の 他 )

第 六 条 こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 三 重 県 教 育 委 員 会 教 育 長 が 別 に 定 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
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各 県 立 高 等 学 校
県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱の一部を改正する訓令を次のように定めます｡
平成20年３月17日

三重県教育委員会教育長 安 田 敏 春
県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱の一部を改正する訓令

県立高等学校の寄宿舎舎監業務嘱託取扱要綱 (昭和48年教委訓第１号) の一部を次のように改正する｡
第７条第２項の次に次の１項を加える｡

３ 嘱託舎監には労働基準法 (昭和22年法律第49号) 第39条に定める年次有給休暇のほかいかなる有給休暇も認
めない｡
第10条第１項中 ｢68,700円｣ を ｢69,400円｣ に､ ｢2,890円｣ を ｢2,920円｣ に､ ｢1,440円｣ を ｢1,460円｣ に改

める｡
附 則

この訓令は､ 平成20年４月１日から施行する｡

� 	

公立幼稚園の設置を次のとおり認可しました｡
平成20年３月17日

三 重 県 教 育 委 員 会
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公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 し ま す 。

平 成 二 十 年 三 月 十 七 日

三 重 県 教 育 委 員 会 委 員 長 丹 保 健 一
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公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則

公 立 学 校 の 非 常 勤 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 規 則 ( 昭 和 三 十 二 年 三 重 県 教 育 委 員 会 規 則 第 三 号 ) の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 第 二 基 本 額 の 欄 中 ｢ 四 、 七 四 〇 円 ｣ を ｢ 四 、 七 八 〇 円 ｣ に 、 ｢ 四 、 四 六 〇 円 ｣ を ｢ 四 、 五 〇 〇 円 ｣ に 、 ｢ 四 、

二 七 〇 円 ｣ を ｢ 四 、 三 一 〇 円 ｣ に 、 ｢ 二 、 七 九 〇 円 ｣ を ｢ 二 、 八 二 〇 円 ｣ に 、 ｢ 二 、 七 二 〇 円 ｣ を ｢ 二 、 七 五 〇 円 ｣

に 、 ｢ 二 、 五 五 〇 円 ｣ を ｢ 二 、 五 七 〇 円 ｣ に 、 ｢ 五 、 八 五 〇 円 ｣ を ｢ 五 、 九 二 〇 円 ｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

名 称 設置しようとする日 設 置 の 理 由

木曽岬町立南部幼稚園 平成20年４月１日
木曽岬町南部地区において幼稚園､ 保育園の一

体施設を開園するため｡

木曽岬町立中部幼稚園 平成20年４月１日
木曽岬町北部地区において幼稚園､ 保育園の一

体施設を開園するため｡
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